
RI の使用等及び放射線発生装置の解体等に伴って発生する RI 汚染物のクリアランスレベルの算出に係る再利用、再使用の評価経路（案） 

平成 21 年 9 月 15 日 

放射線規制室 

＊は放射化汚染物の評価に適用 

・ｽｸﾗｯﾌﾟ輸送積み下ろし作業者(10,11) 

・ｽｸﾗｯﾌﾟ輸送運転作業者(12) 

・ｽｸﾗｯﾌﾟ前処理作業者(13,14) 

・溶融・鋳造作業者(15) 

・ｽﾗｸﾞ作業者(16) 

・加工作業者(17,18) 

 
金属再処理 

・真空ポンプ 
   (25,26,27)＊ 

・壁材等(7) 

・駐車場(31)

[上下水道]
・水道管 

[構造材] 
・鉄筋(4) 

・駐車場 
（ｽﾗｸﾞ）(28) 

・飲料水缶

[家電製品] 
・冷蔵庫(1) 
[家庭用品] 
・ﾍﾞｯﾄ(2) 
・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ(3) 

・周辺居住者(5,6) 
就業時 

消費財 

・再処理作業者(29,30)

金属（再利用）

・周辺居住者(8,9)

 
ｺﾝｸﾘｰﾄ再処理 

金属再使用 

建築材 

建築材 

日常時 

就業時 

日常時 

就業時 

日常時 

就業時 

コンクリート 
（再利用）

搬 出 

・RI 汚染物 

[放射化物] 

（電磁石、真空ﾀﾞ

ｸﾄ、ｺｲﾙ、鉛遮へい

等の解体物） 

・RI 汚染物 

（コンクリート、

金属塊の解体物）

※網掛けは、「原子炉施設及び核燃料施設の解体等に伴って発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの

放射能濃度について」報告書において、対象物に起因して現実的に起こり得ると想定される全ての評価経路を考慮した上で、
他の経路と比較して線量が十分小さいと判断された経路であり、今回の検討においても除く評価経路を示す。  

( )内は選定された評価経路 No.を示す。 

【クリアランス判断】
[乗り物] 
・ﾄﾗｯｸ(19) 
・ｵｰﾄﾊﾞｲ(20) 
・船舶(21) 
・自動車の鉛蓄電池＊ 
[事務用品] 
・机(23) 
[工作機械] 
・NC 旋盤(24) 
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